
唐津市告示第６９号

唐津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助金交付要綱を次のように定め

る。

  令和８年３月３１日

唐津市長 峰  達 郎    

唐津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、家庭用の自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池の導入

を支援することにより、域内の脱炭素社会の推進を図ることを目的とし

て、予算の範囲内において、唐津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助

金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、二酸化炭素排出抑

制対策事業費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令

和４年３月３０日環政計発第２２０３３０１号。以下「国交付要綱」とい

う。）及び地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和４年３月

３０日環政計発第２２０３３０３号。以下「国実施要領」という。）並び

に唐津市補助金等交付規則（平成１７年規則第４２号。以下「規則」とい

う。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱における用語の定義は、次の各号で定めるところによる。

(1) 「住宅」とは、戸建の家屋であって、現に住居として使用されるもの
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又は住居として使用される予定のものとする。また、新築住宅（住宅の

品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第２条第２

項に規定する新築住宅に該当するもの）も含むものとする。

(2) 国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」とい

う。）は、次の各号の全てを満たすものとする。

(1) 唐津市内に住所を有する又は有する予定であること。

(2) 補助対象事業で設置する設備を導入する住宅に居住又は居住予定であ

ること。

(3) 補助対象事業について、本補助金及び国からの他の補助金、助成金そ

の他これらに類する交付金の交付を受けた者が同一世帯内（補助対象事

業者本人を含む。）にいないこと。

２ 補助対象者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当

するものであってはならない。

(1) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下同じ。）

(2) 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

(3) 暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害
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を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するな

ど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いる者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

（補助対象事業等）

第４条 補助対象設備及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業の実施に必要な経費

（消費税相当額及び地方消費税相当額を除く。）であって、市長が別に定

める要件を満たすものとする。

（交付申請）

第６条 補助金の交付申請をしようとする者は、唐津市ＳＡＧＡゼロカーボ

ン加速化事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」とい

う。）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

２ 前項の交付申請書の提出期間は、市長が別に定める期日までとし、その

提出部数は１部とする。

３ 補助金の申請回数は、補助対象者１人につき１回までとする。

（補助金の交付の条件）

第７条 市長は、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）をする
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場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容の変更（第９条第２項ただし書に規定する軽微な変更

を除く。）をする場合においては、市長の承認を受けなければならない

こと。

(3) 補助対象者が補助事業を行うために締結する契約等については、佐賀

県ローカル発注促進要領（平成２４年１０月９日制定）に準じ、県内企

業からの調達に努めること。

(4) 補助事業を中止する場合においては、市長の承認を受けなければなら

ないこと。

(5) 補助事業が完了したときは、市長が定める期限までに、実績報告書を

市長に提出しなければならないこと。

(6) 補助事業により取得した財産については、第１６条第１項に規定する

期間は、市長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。ただし、

補助金の全部に相当する額を市に納付した場合は、この限りでない。

２ 交付決定よりも前に着手した事業は、原則として、補助の対象としな

い。ただし、やむを得ない理由により、交付決定の前に着手する必要があ

る場合において、あらかじめ、唐津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補

助金事前着手届（第２号様式）を市長に提出したときは、この限りでな

い。
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（交付決定）

第８条 市長は、第６条第１項の規定による交付申請書の提出があったとき

は、申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきもの

と認めたときは、交付決定をし、申請者に対しその旨を通知するものとす

る。

２ 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに、申請者

に対しその旨を通知するものとする。

３ 第６条第１項に規定する補助金の交付の申請が到着してから当該申請に

係る補助金等の交付決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、交付

申請書を受理した日から３０日とする。

（補助事業の着手及び変更）

第９条 補助対象者は、交付決定の後、速やかに補助事業に着手しなければ

ならない。

２ 補助対象者は、補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分等を変

更する場合には、速やかに、唐津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助

金変更承認申請書（第３号様式。以下「変更承認申請書」という。）に必

要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただ

し、次のいずれにも該当しない軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の目的の変更

(2) 補助金の額の変更を伴う事業費の変更又は事業費の２０％を超える変

更
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(3) 補助事業の実施場所の変更

(4) 補助対象設備の規模、主要構造又は主要機能の大幅な変更

(5) その他補助事業の内容の大幅な変更

３ 市長は、変更承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当

該変更を承認するか否かを決定し、補助対象者に通知するものとする。

４ 市長は、前項の規定により承認をする場合において、必要に応じ交付決

定の内容を変更し、又は条件を付することができる。

（補助事業の中止）

第１０条 補助対象者は、補助事業の全てを中止しようとするときは、唐津

市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助金中止承認申請書（第４号様式）

を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

（実績報告）

第１１条 補助対象者は、補助事業の完了の日から起算して３０日を経過し

た日又は当該年度の１２月２８日（閉庁日の場合は翌開庁日）のいずれか

早い期日までに、唐津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助金実績報告

書（第５号様式）に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

（補助金の額の確定）

第１２条 市長は、前条の実績報告があったときは、検査を行い、その報告

に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付する

条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対

象者に通知するものとする。
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（補助金の交付）

第１３条 補助金は、前条の規定により補助金の額を確定した後に支払うも

のとする。

（交付決定の取消し）

第１４条 市長は、第１０条の承認をする場合又は補助対象者が次の各号の

いずれかに該当する場合には、規則第１０条の規定により補助金の交付の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、補助対象者の責に

帰すべき事由でないときは、この限りでない。

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 交付決定の前に届出をせずに補助事業に着手していたとき。

(5) 補助事業の遂行ができないとき。

(6) 法令、この要綱又はこれらに基づく市長の指示若しくは命令に違反し

たとき。

２ 市長は、前項により取消しの決定をしたときは、書面により補助対象者

に通知するものとする。

３ 前項の規定は、第１２条に規定する補助金の額の確定があった後におい

ても適用する。

４ 市長は、第１項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合におい

て、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付している
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ときは、期限を定めて、その部分について交付した額の返還を命ずるもの

とする。

（財産の管理等）

第１５条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産

（以下「取得財産等」という。）については、補助事業の完了後において

も、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目

的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。

２ 市長は、補助対象者が取得財産等を処分することにより収入があり、又

はあると見込まれるときは、次条の規定に基づきその収入の全部若しくは

一部を市に納付させることができる。

３ 補助対象者は、天災地変その他自らの責めに帰することのできない理由

により、補助事業により取得した財産が毀損し、又は滅失したときは、唐

津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助金財産毀損・滅失届出書（第６

号様式）を市長に提出しなければならない。

（財産処分の制限）

第１６条 財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）に定める耐用年数とする。

２ 処分制限期間内において、補助対象設備等を処分しようとするときは、

あらかじめ、唐津市ＳＡＧＡゼロカーボン加速化事業補助金財産処分承認

申請書（第７号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。
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３ 補助対象者は、市長が前項の規定による承認と併せて補助金の全部又は

一部について返還を請求したときは、請求に応じ返還しなければならな

い。

（補則）

第１７条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。

   附 則

この要綱は、告示の日から施行する。
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別表（第４条関係）

補助対象設備 太陽光発電設備（自家消費型） 蓄電池

補助率等 ７万円／ｋＷ（定額） 補助対象経費の３分の１。

ただし、１４．１万円／ｋ

Ｗｈの３分の１（４．７万

円／ｋＷｈ）を上限とす

る。

補助上限額 ３５万円以内 ４７万円以内

その他 ・補助額は千円単位とし、端数が出た場合は切り捨てるものと

する。

・自家消費型太陽光発電設備と蓄電池は、必ずセットで導入す

ること。

・補助対象設備を設置する住宅は、原則、自らが所有するもの

とする。他に所有者がいる又は自らの所有でない場合は、所有

者に設置についての承諾を受けていること。

・同一補助対象者からは１回までを申請の上限とする。

・増設は対象外とする。既存の設備を全て撤去し新たに導入す

る場合は補助対象とする。

備考 補助対象設備は、次の補助要件を満たすものとする。

なお、佐賀県ローカル発注促進要領に準じ、県内企業から調達でき

るよう

努めること。

補助対象設備 補助要件
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(1) 太陽光発電

設備（自家消

費型）

ア 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を

行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるもので

あること。

イ 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法

（平成２３年法律第１０８号）に基づく固定価格買取制
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度（ＦＩＴ）の認定を取得しないこと。

ウ 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第２条第１項第

５号ロに定める接続供給（自己託送）を行わないものである

こと。

エ 太陽光発電設備で発電して消費する電力量（自家消費量）

を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の３０％以上とす

ること。

オ 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコ

ンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が１０

ｋＷ未満であること。

カ 発電量を計測する機器を備えること。

キ 各種法令等を遵守した設備であること。

ク 商用化され、導入実績があるものであること。

ケ 中古設備でないこと。

コ ＰＰＡ・リースにより導入されるものでないこと。

サ 住宅のある敷地内に設置するものであること。

シ 住宅兼店舗・事業所等の場合、発電した電力は、店舗・事

業所等を除く住宅部分のみで消費すること。

ス ソーラーカーポート又は建材一体型太陽光発電設備ではな

いこと。

セ その他、国実施要領別紙２の２．ア（ア）の「交付要件」

を満たす太陽光発電設備であること。
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(2) 蓄電池 ア この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であ

ること。

イ 家庭用蓄電池（２０ｋＷｈ未満）であること。

ウ 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。

エ 導入価格（設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消

費税の額を除く。）が１２．５万円／ｋＷｈ以下のものとな

るよう努めること。

オ 各種法令等を遵守した設備であること。

カ 商用化され、導入実績があるものであること。

キ 中古設備でないこと。

ク ＰＰＡ・リースにより導入されるものでないこと。

ケ 定置用であること。

コ 住宅兼店舗・事業所等の場合、蓄電した電力は、店舗・事

業所等を除く住宅部分でのみ消費すること。

サ その他、国実施要領別紙２の２．ア（イ）の「交付要件」

を満たす蓄電池であること。
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